
仕様書
　　　　　　　　　　　　　　右京区役所　京北出張所　庶務担当
	件　　　名
	（単価契約）レギュラーガソリンの購入

	予定数量
	４００リットル（３か月）

	契約期間
	令和８年７月１日から令和８年９月３０日まで

	契約条件
※価格変動条項

	１　右京区役所京北出張所（右京区京北周山町上寺田１番地１）から
概ね半径５㎞圏内に給油スタンドを有する事業者であること。
２　給油は、給油カードまたは伝票により行うこととする。（対象車両
は別紙のとおり。）
３　給油スタンドにおけるガソリンの給油を対象とし、洗車等その他
の業務は含まない。
４　契約方法は、契約期間内の単価契約とし、見積書には１リットル
あたりの金額（税込み）を記載すること。

５　支払方法は、各月の月末締めで、当該月分の納入量の合計に単価
を掛けた額を支払う。１円未満の端数は切り捨てるものとする。
６　請求書等については、京北出張所の担当ごとに作成すること。（対
象車両の担当は別紙のとおり。）
　また、請求書の作成、送付等必要な事務手続きに係る費用は受託
者が負担するものとする。
　

７　予定数量は、過去の実績を踏まえた予測によるものであり、本市
の都合により増減する。大幅な増減があっても本市は何ら補償しな
い。
８　契約期間内は、契約単価を変更しないものとする。
９　本仕様書に定めのない細部事項、または疑義が生じた場合は、そ
の都度本市と協議を行うこと。
　
昨今の情勢を踏まえ、当面の間、本市契約課通知に準じ、以下の価格変動条項のとおり対応する。当所属は契約課の所管外であるが、地域内における他所属との取扱いの均衡を図るため対応するものであり、今後の情勢の変化（安定供給）により廃止するものとする。
１　契約決定後に契約単価は変更しないが、発注者又は受注者の求め
があった場合は双方協議のうえ、経済産業省資源エネルギー庁が公
開している「給油所小売価格調査（ガソリン）のレギュラー現金価
格における京都の価格」（以下「公表価格」という。）の増減額（契
約日又は契約日以前の直近公表価格と納品日又は納品日以前の直近
公表価格の差額をいう。）を契約単価に加減する。ただし、増減額の
算定に際し、特段の事情がある場合は、本市と受注者の協議により
定めることができる。
２　１に基づく契約単価に加減する場合は、請求書には「契約単価に
納品量を乗じた金額」と「納品時点の増減額に納品時点の納品量を
乗じた金額の全ての合計額」をそれぞれ個別に記載することとし、
詳細は担当者と協議すること。



※今後の情勢の変化等により、契約課が示す価格変動への取扱いが変更又は廃止された場合は、価格変動条項について変更又は廃止するものとする。

【対象車両】
	担　当（台数）
	車　名
（車体の形状）
	ナンバー

	庶務担当　　　　　（１台）
	トヨタ カロ―ラフィルダー
（ステーションワゴン）
	京都５０１も９６７２

	保健福祉第一担当　（１台）
	ニッサン プリメーラ

（ステーションワゴン）
	京都３００ほ６５０８

	保健福祉第二担当　　（２台）
	スバル　レガシー
（ステーションワゴン）
	京都３０１す５８５９

	
	三菱 ミニキャブ

（軽バン）
	京都４８０す１６０８

	北部山間かがやき隊（３台）
	ダイハツ　ミライース

（軽自動車）
	京都５８１て６０８３

	
	三菱　トッポ
（軽自動車）
	京都５８０よ６３２５

	
	ダイハツ　ハイゼット
（軽自動車）
	京都４８０き４３２１


別　紙








